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第１章  都市計画マスタープランの概要 
 

１-１ 都市計画マスタープランの概要 
１-１-１ 見直しの背景 
 
都市計画マスタープランとは、平成４年の都市計画法の改正により、都市計画法第 18 条の２（市町村の都

市計画に関する基本的な方針）が創設されたことを受け、都市計画区域 1 を有する市町村に策定が義務づけら
れた計画です。 
砂川市（以下「本市」という。）の「砂川市都市計画マスタープラン」は平成 15 年３月に策定され、その後、平

成 24 年３月に上位計画である「砂川市第６期総合計画」及び「砂川都市計画 都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針」に即するために見直しを行いました。 
令和元年には「砂川都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の見直しが行われ、令和３年

に上位計画である「砂川市第７期総合計画」が策定されたことから、まちづくりの基本的な方針である都市計画マ
スタープランについても整合性を図るため見直しが必要となりました。 
 
１-１-２ 計画の目的 
 
本市をとりまく社会経済情勢は大きく変化し、人口減少・少子高齢化の進行やまちなかの衰退、空き家の増加、

公共施設の老朽化、住民の価値観の多様化等の課題が顕著となってきています。 
見直しにあたっては、国や北海道が示す「低炭素型社会の実現」「コンパクトなまちづくりの方針」を推進するため、

本市の現状・背景・課題を踏まえ、これからの都市づくりを市民と行政が一体となって進めていく基本的な方針として
策定します。 
また、平成 27年（2015年）の国連サミットで 17の目標と細分化された 169のターゲットからなる「持続可能

な開発目標」（SDGs︓Sustainable Development Goals）が採択され、令和 12年（2030年）の期限
に向けて、本市においても、SDGs の 17 の目標に関連づけるとともに、砂川市第７期総合計画に沿って施策を推
進しています。 
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１-１-３ 計画の位置づけ 
 
都市計画マスタープランは、「砂川市第７期総合計画」及び「砂川都市計画 都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針」に即するとともに、国や北海道における諸計画と基本的に整合性が図られた、都市計画における基
本的方針とされていることから、土地利用、市街地開発、道路、公園、下水道、景観や市民参加など、今後、本
市が定める都市計画や都市づくりの方向性を定めるものとして位置づけられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１-１-４ 目標年次 
 

都市計画マスタープランの期間は、「砂川市第７期総合計画」と整合性を図るために、10年後の令和 12年
度（2030年度）までを目標年次として設定します。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

第 6 期 総合計画 第 7 期 総合計画 

都市計画マスタープラン 都市計画マスタープラン 

砂川市第７期総合計画 

砂川市の関連計画 
緑の基本計画 砂川市 

都市計画マスタープラン 地域防災計画 

砂川都市計画 
都市計画区域 
の整備、 

開発及び保全 
の方針 

空家等対策計画 
住生活基本計画 

砂川市の上位計画 

即する 

即する 整合 
北海道の計画 

即する 

砂川市の都市計画 
即する 

土地利用 
公園施設長寿命化計画 

都市施設 2 

 
市街地 
開発事業 ・・・・・ など 
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１-１-５ 計画対象区域 
 
都市計画マスタープランの対象区域の設定については、都市計画に係る各種の施策を総合的・体系的に展開し

ていくための「将来的な都市づくりの基本方針を示す」という目的から、都市計画区域（2,346.0ha）はもとより、
都市計画区域の隣接区域についても都市計画的な施策を計画する必要があり、また、これ以外の区域であっても
本市の都市づくりに重要となる地域・施設が存在することから、対象区域は行政区域全体とします。 
 
 

図  計画対象区域 
  

砂川駅 

豊沼駅 

滝川駅 

砂川市役所 

砂川 SA 

国道 12号 
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１-２ 計画の構成 
本計画における策定の流れと構成は、次のとおりです。 
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１-３ 計画の策定体制 
 
本計画は、アンケート調査（砂川市第７期総合計画の際に実施した市民意識調査のほか本計画策定に関す

るアンケート調査）、パブリックコメント 3 など市民の意見と、関係機関との協議内容を踏まえ、見直し内容を検討し
ます。 
庁内で設置した策定委員会で見直し案について議論を重ね、砂川市都市計画審議会での審議を経て策定し

ます。 
 
 
図 策定体制 

 

 
・アンケート調 査 → 「砂川市第７期総合計画」策定にあたって実施された市民意識調査のほか、本計画

や「砂川市緑の基本計画」の策定に関するアンケートにおいて、まちづくりに関する市民
意見の把握を行っています。 

 
・策 定 委 員 会 → 市役所内部において、本計画や「砂川市緑の基本計画」の策定にあたり、横断的に内

容の調整を行っています。 
 
・関 係 機 関 → 北海道と内容の調整を行っています。 
 
・都市計画審議会 → 市の都市計画に関する事項を調査・審議するため、市が設置しているものです。 

 
 

・策定委員会 
・事務局 

・アンケート調査 
・パブリックコメント 

意見の反映 

意見の調整  

砂川市 
都市計画審議会 

市 民 

諮 問 
答 申 

関係機関 
砂川市 
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